
議　　　　　　題

13:10 ～ 13:20 10 長官訓示

13:20 ～ 13:30 10 徴収部長挨拶

13:30 ～ 13:40 10 厳正・的確な事務処理の確保及び行政文書・情報管理の徹底

13:40 ～ 15:20 100 滞納の未然防止及び整理促進

15:20 ～ 15:35 15 （休憩）

15:35 ～ 15:55 20 徴収事務の高度化への取組

15:55 ～ 16:05 10 国際徴収への取組

16:05 ～ 16:10 5 法的手段の積極的な活用

16:10 ～ 16:15 5 徴収関係の税制改正

16:15 ～ 16:20 5 年金保険料の滞納処分の委任

16:20 ～ 16:30 10 データ活用の推進

16:30 ～ 16:45 15 （休憩）

16:45 ～ 16:50 5 インボイス制度の円滑な定着に向けた取組

説明 徴収部

説明 徴収課

説明 徴収課

説明 軽減・インボイス対応室

徴収課

説明 徴収課

説明 徴収課

説明 徴収課

説明 徴収部

保 存 期 間 ： ５ 年
(令和11事務年度末)
令 和 6 年 9 月 5 日
徴 収 部

全国国税局徴収部長（次長）会議日程

場　所　：　第一会議室

【令和６年９月24日（火）】　　　

時　　　間 区　　　分 備　　　考

説明・意見交換



議　　　　　　題

16:50 ～ 17:00 10 ＫＳＫ２・ＧＳＳの導入について

17:00 ～ 17:10 10 会計課当面の課題

17:10 ～ 17:15 5 監督評価事務

17:15 ～ 17:30 15 人事課当面の課題【入場制限】

17:30 ～ 17:40 10 監察官室からの連絡事項【入場制限】

17:40 ～ 17:45 5 連絡事項（徴収）

議　　　　　　題

10:00 ～ 11:25 85 キャッシュレス納付の利用拡大等に向けた取組

11:25 ～ 11:35 10 内部事務のセンター化

11:35 ～ 11:50 15 納税者サービスの再整理

11:50 ～ 12:00 10 中長期的課題への対応（管理運営）

12:00 ～ 12:10 10 延納・物納事務の事務運営等

12:10 ～ 12:15 5 連絡事項（管理運営）

－ 納税貯蓄組合との連携・協調等

－ 延納・物納事務の事務運営等

－ 公売事案の処理促進

－ 国税不服審判所の現状

説明 管理運営課

管理運営課

国税不服審判所

管理運営課

徴収課

説明・意見交換 管理運営課

管理運営課

時　　　間

説明 企画課

説明 企画課

説明 監察官室

時　　　間 区　　　分 備　　　考

説明 徴収課

【令和６年９月25日（水）】　　　

説明

備　　　考

説明 参事官室

資料配付

資料配付

資料配付

資料配付

説明

管理運営課

説明 監督評価官室

説明 人事課

説明 会計課

区　　　分
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( 次 長 ) 我那覇 安 昭
※氏名については、常用漢字を使用しております。

全国国税局徴収部長（次長）会議名簿
（令和６年９月24日、25日開催）

（敬称略）

局 名 氏　　　　名

札 幌

仙 台

関 東 信 越

（ 次 長 ）

東 京

（ 次 長 ）

（ 次 長 ）

高 松

福 岡

熊 本

金 沢

名 古 屋

（ 次 長 ）

大 阪

（ 次 長 ）

広 島
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や す の り

名 古 屋

大　　阪

全国国税局徴収部長（次長）会議随行者

(令和６年９月24日・25日開催)

（ 敬 称 略 ）

氏　　　　　　　　　　　名

関東信越

東　　京
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全国国税局徴収部長（次長）会議配席図（長官訓示・部長挨拶）
令和６年９月24・25日　於：国税庁第一会議室
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全国国税局徴収部長（次長）会議配席図（９月24日）
令和６年９月24・25日　於：国税庁第一会議室
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全国国税局徴収部長（次長）会議配席図（９月25日）
令和６年９月24・25日　於：国税庁第一会議室
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庁文書保存年限　５年 (注)チェックシートは原義に添付

情

報

公

開

1.個人関係 2.法人関係（イ・ロ） 3.国の安全等関係 4.公共の安全等関係

不開示理由（情報公開法第５条の該当号数）

5.審議・検討・協議関係 6.事務・事業関係（本文・イ・ロ・ハ・ニ・ホ）

開 示 ・ 不 開 示 ・ 部 分 開 示

 保存期間：５年 

全国国税局徴収部長（次長）会議資料                                    (令和 11 事務年度末) 
 

令 和 ６ .９ .24 
25 

徴 収 部 
 

 

 

 

厳正・的確な事務処理の確保及び行政文書・情報管理の徹底 

 

１ 基本的な考え方 

管理運営・徴収事務は、その処理が納税者の権利や義務に影響を及ぼすだけでなく、現金領収や還付金の支払など公金の受払

いに直接携わることから、国民の税務行政に対する信頼を損なうことのないよう適切な処理に努める必要がある。 

また、綱紀の厳正な保持、高いモラルの維持は、国民の理解と信頼を得て税務行政を行う上での大前提であり、管理運営・徴

収職員は、職務の遂行に関して、公務員法に加え、資金法、会計法及び予責法の適用を受けるなど重い責任が課せられているこ

とから、不正事件等の未然防止に万全を期する必要がある。 

そのため、管理運営・徴収事務の運営に当たり、職員一人一人が事務の重要性を認識し、その特性を十分理解した上で、厳正・

的確な事務処理の確保及び情報管理の徹底に取り組むことが極めて重要である。 

 

２ 厳正・的確な事務処理の確保 

不適切な事務処理の発生を未然に防止するためには、日頃から個々の職員において、職責の重大さを認識させることはもとよ



り、事務運営上の問題として、厳正・的確な事務処理の確保に組織全体で取り組み、事務管理を徹底するとともに、厳格な事務

監査等を実施する必要がある。 

したがって、管理運営・徴収事務の実施に当たっては、引き続き、①各職員による事務処理手順の遵守、②統括官等による事

務管理の徹底、③過去の不正事件や不適切な事務処理事案を踏まえた再発防止策の確実な実施、④署幹部、局管理運営課又は徴

収課による事務監査の厳正な実施、⑤表彰制度の活用などにより、厳正・的確な事務処理の確保を図っていく。 

特に、厳正・的確な事務処理を確保するためには、会議、研修等を通じて繰り返し注意喚起を行うことにより、統括官等に事

務管理の重要性を認識させるとともに、事務処理に携わる職員に事務処理手順を遵守する意識を持たせることが重要であること

も認識させる必要がある。 

 

３ 行政文書・情報の管理の徹底 

国税庁においては、納税者の権利・利益に直接関わる重要かつ膨大な情報（特定個人情報等を含む。）を取り扱っており、保有

する行政文書や電子情報データの紛失・漏えいがあった場合には、税務行政の運営に重大な影響を与えるばかりでなく、社会的

な問題となり得ることから、各職員（非常勤職員を含む。）が日頃から行政文書や電子情報データの重要性を十分認識し、その適

正な管理に努める必要がある。 

特に、管理運営事務においては、電子情報データの入力等を一元的に行っており、納税者等から提出された行政文書が紛失し

た場合や電子情報データの紛失・漏えいが起きた場合は、納税者の権利・義務に与える影響が大きいことから、厳正な管理を徹

底することが重要である。 

また、徴収事務においては、その事務の特性から納税者の個人情報を庁舎外に持ち出す機会が多いため、各職員には日頃から

行政文書や電子情報データの重要性を十分認識させ、あらゆる機会を捉え、その管理を徹底する必要がある。 



○ 行政文書・電子情報データの管理に当たり、特に留意すべき事項 

① 行政文書及び電子情報データの的確な管理（整理・保存・廃棄） 

② 行政文書等を庁舎外へ持ち出す場合の適切な許可手続と管理 

③ 情報処理機器及びデータの持ち出しの禁止 

④ ユーザーＩＤ・パスワード（暗証番号）の厳正な管理 

⑤ 個人所有の情報機器の事務処理における利用の禁止 

⑥ 公務以外での個人情報の閲覧の禁止 

⑦ 特定個人情報の安全管理措置 

⑧ 緊急対応体制の整備 

（参考）  

 ・ 国税庁行政文書管理規則（平成 23年国税庁訓令第１号） 

 ・ 国税庁行政文書取扱規則（平成 23年国税庁訓令第２号） 

 ・ 国税庁における情報システムに係る情報セキュリティ確保のための実施規則（平成 20 年国税庁訓令第６号） 

 ・ 国税庁の保有する個人情報の適切な管理に関する訓令（平成 17 年国税庁訓令第３号） 

 ・ 平成 27 年９月 11日付官公 113「特定個人情報等の適切な取扱いのための措置について」（事務運営指針） 

 ・ 平成 14 年９月 27日付官総１-44「緊急対応体制の整備について」（事務運営指針） 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※　署から局への報告及び局から庁への報告は、いずれも速やかに行うものとする。特に、職員逮捕やマ

　スコミ報道が見込まれるなど、重大な非行関係原因事案を把握した場合には、直ちに第一報を報告する

　ものとする。

人事第二課長 派遣首席監察官
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緊急対応事案類型別報告期限一覧表 

報告を要する事案 
標準報告期限 
（第一報） 

現金過不足等 

 現金領収金額の過不足・亡失 翌 日 ま で 

情報漏えい等 

 庁舎外に持ち出した行政文書（公表文書を除き、情報処理機器及び情報記録媒体を含む。以下同じ。）等の紛失、置き忘れ、盗難 翌 日 ま で 

 納税者等から受領した書類（一時的に借用したものを含む。）の紛失、置き忘れ、盗難 翌 日 ま で 

 納税者を取り違えた処分・指導 

（例）同姓同名の別人に対する差押え 
翌 日 ま で 

 行政文書等（公表文書を除く。）のインターネット等への流出 翌 日 ま で 

 外部委託業者による契約に違反した行為（保管・複製・再委託等）及び業務上における事故等に伴う情報流出等 翌 日 ま で 

 納税者情報の誤発送・誤交付（未開封のもの及び納税者の特定の可否にかかわらず組織外に流出したものを含む。） 

※ 郵便局職員による誤配送等当局に責任のないものを除く。 
３日目まで 

 納税者情報の私的利用 ３日目まで 

所在不明等 

 行政文書の所在不明・誤廃棄・き損 ３日目まで 

事務処理誤り・遅延 

 同一の納税者に対して事務処理を２回以上誤った事案 翌 日 ま で 

不適切な事務処理に起因して、10人以上と認められる納税者の権利・利益に影響を与えた事案 

（例）地方税当局への閲覧・回付漏れ 
翌 日 ま で 

同様の事務処理誤りが他局・他署においても発生すると想定される事案 

（例）システムを利用した事務処理誤り 
翌 日 ま で 

不適切な事務処理等に起因して更正・決定の除斥期間その他の処理期限を徒過した事案のうち対応を要する事案 

（例）国家賠償による対応を要する事案 
３日目まで 

違法な処分を行ったことが明らかである事案 

（例）処理期限徒過後の更正・決定等の処分 
３日目まで 



 
（注）１ 上記期限にかかわらず、署又はセンターから局への報告は原則として事案発覚日の当日中に、また、局から庁への報告は原則として署又はセンターから報告を受

けた当日中（局において発生した事案については原則として事案発覚日の当日中）に行うよう努めることとする。 

 なお、標準報告期限（第一報）において、「翌日まで」とあるのは、事案発覚日（担当者が事案の発生を認識した日をいう。以下同じ。）の翌稼働日を報告期限と

し、「３日目まで」とあるのは、事案発覚日から３日目の稼働日を報告期限とする。例えば、木曜日に発覚した事案については、月曜日が報告期限となる。 

上記期限にかかわらず、署又はセンターから局への報告は原則として事案発覚日の当日中に、また、局から庁への報告は原則として署又はセンターから報告を受

けた当日中（局において発生した事案については原則として事案発覚日の当日中）に行うよう努めることとする。 

   ２ 第一報については、文書でも口頭でも可とし、口頭の場合は、その後速やかに文書で報告する。 

３ 納税者や税務行政等に及ぼす影響が極めて大きいと認められる場合など、直ちに対応を要する事案（例：報道が想定される事案）については、上記の期限に 

かかわらず速やかに報告するものとする。 

４ その他、一覧表に該当しない事案についても、早期に報告が必要と判断される事案については適時報告する。 

 



庁文書保存年限　５年 (注)チェックシートは原義に添付

情

報

公

開

1.個人関係 2.法人関係（イ・ロ） 3.国の安全等関係 4.公共の安全等関係

不開示理由（情報公開法第５条の該当号数）

5.審議・検討・協議関係 6.事務・事業関係（本文・イ・ロ・ハ・ニ・ホ）

開 示 ・ 不 開 示 ・ 部 分 開 示

 保存期間：５年 

全国国税局徴収部長（次長）会議資料                                    (令和 11 事務年度末) 
 

                 令和６.９. 2 4 
                      2 5 
      徴 収 課 

 

 

 

 

滞納の未然防止及び整理促進 

 

１ 滞納の未然防止 

適正・公平な課税は、徴収がなされて初めて実現されることから、滞納の未然防止・早期徴収については、国税組織全体とし

て取り組む必要があり、賦課・徴収の緊密な連携の下、積極的に取り組んできたところである。 

滞納の未然防止については、令和６年６月 27 日付徴徴２－28 ほか 14 課共同「滞納の未然防止等に関する取組について」（指示）

に基づき、賦課・徴収の一層の緊密な連携の維持・強化に取り組んでいるところ、引き続き、次の施策を実施していく。 

○ 期限内納付及び納税についての納税者利便の向上に関する広報・周知の充実 

○ 納期限前後における積極的な納付指導の実施 

○ 滞納整理における納付指導等 

○ 調査時における滞納の未然防止等 

○ 源泉所得税の未納に対する賦課・徴収の連携・協調 

 



２ 滞納の整理促進 

令和５事務年度においては、納税者個々の実情を的確に把握した上で、期限内に納税した納税者との公平性の確保を図る観点

から、納税に対する誠実な意思が認められない者等については、時機を逸することなく滞納処分を実施するなど厳正に対処する

一方、納税の猶予等の法令の要件に該当する場合には、納税緩和措置を適用するなど、適切に滞納整理に取り組んできたところ。 

令和６事務年度においても、引き続き、納税者個々の実情に即しつつ、法令等に基づき適切に対応するという基本方針の下、

①大口・悪質事案に対する厳正かつ毅然とした対応、②処理困難事案に対する質的整理の実施、③消費税事案の滞納残高圧縮に

向けた確実な処理、④猶予制度の的確な周知・広報及び適切な適用等を重点課題として、より効果的・効率的な徴収事務運営に

取り組んでいく。 

 



２ 租税滞納状況（消費税）

租税滞納状況と滞納発生割合の推移
１ 租税滞納状況（全税目）

滞納発生割合（全税目） 滞納発生割合（消費税）

平元 令元 平元 令元



国税局別滞納発⽣・整理状況（令和５年度最終分）
１ 全税目 ２ 消費税



滞納期間別滞納残高の推移（全税目）

（注）各々の計数において、億円未満を四捨五入したため、合計とは一致しないものがある。



庁文書保存年限　５年 (注)チェックシートは原義に添付

情

報

公

開

1.個人関係 2.法人関係（イ・ロ） 3.国の安全等関係 4.公共の安全等関係

不開示理由（情報公開法第５条の該当号数）

5.審議・検討・協議関係 6.事務・事業関係（本文・イ・ロ・ハ・ニ・ホ）

開 示 ・ 不 開 示 ・ 部 分 開 示

 保存期間：５年 

全国国税局徴収部長（次長）会議資料                                    (令和 11 事務年度末) 
 

                 令和６.９. 2 4 
                      2 5 
      徴 収 課 

 

 

 

 

徴収事務の高度化への取組 

 

徴収事務を取り巻く環境が大きく変化している現状において、限られた人員の下、滞納者個々の実情に即しつつ、法令等に基づ

く適切な滞納整理を実施し、引き続き、滞納の整理促進を図っていくため、データやデジタル技術の活用を前提とした税務コンプ

ライアンスを最大化するためのビジネスモデルへの移行を念頭に、徴収事務の更なる効率化・高度化を図っていく。 

 



庁文書保存年限　５年 (注)チェックシートは原義に添付

情

報

公

開

1.個人関係 2.法人関係（イ・ロ） 3.国の安全等関係 4.公共の安全等関係

不開示理由（情報公開法第５条の該当号数）

5.審議・検討・協議関係 6.事務・事業関係（本文・イ・ロ・ハ・ニ・ホ）

開 示 ・ 不 開 示 ・ 部 分 開 示

保存期間：５年 

全国国税局徴収部長（次長）会議資料                                    (令和 11事務年度末) 
 

                     令 和 ６.９.24 
                              25 
                     徴 収 課 
 

 

 

 

国際徴収への取組 

 

１ 基本的な考え方 

近年、経済社会がますます国際化している中、国際的租税回避行為に対する国民の関心が大きく高まっている。国税庁として

は、国内のみならず国際的な動きも十分に視野に入れた適正・公平な課税と徴収を実現することにより、税務行政に対する国民の

信頼を確保していく必要があり、国際徴収への取組は国税組織全体として取り組むべき課題の一つである。 

徴収共助規定を含む租税条約の相手国は年々増加しているほか、都市４局、札幌局及び福岡局の徴収部に国際税務専門官が設置

されるなど、国内外の国際徴収の環境整備が進んでいる。 

こうした状況を踏まえ、徴収部においては、徴収共助や情報交換を積極的に活用するなど、国際徴収を適切に実施して確実な徴

収に努める必要がある。 

 

２ 令和６事務年度の取組方針 

国際徴収については、引き続き、一定の事務量を確保の上、局間支援を積極的に実施し、ノウハウの蓄積・還元等を進めるとと

もに、賦課部門等と緊密に連携しつつ、租税条約等に基づく情報交換制度等を積極的かつ効果的に活用して、租税条約等における



徴収の共助の要件に該当する場合には、確実に共助要請を行う。 

また、租税条約等の相手国等から共助要請があった場合は、我が国の国税に関する執行と同様に適切に対応する。 

 

 



庁文書保存年限　５年 (注)チェックシートは原義に添付

情

報

公

開

1.個人関係 2.法人関係（イ・ロ） 3.国の安全等関係 4.公共の安全等関係

不開示理由（情報公開法第５条の該当号数）

5.審議・検討・協議関係 6.事務・事業関係（本文・イ・ロ・ハ・ニ・ホ）

開 示 ・ 不 開 示 ・ 部 分 開 示

保存期間：５年 

全国国税局徴収部長（次長）会議資料                                    (令和 11 事務年度末) 
 

                     令 和６.９.24 
                              25 
                  徴収部徴収課 

 

 

 

 

法的手段の積極的な活用 

 

１ 法的手段の積極的な活用 

  大口・悪質事案に対する厳正かつ毅然とした対応や、処理困難事案に対する質的整理の実施に当たっては、法的手段を積極的

に活用することとしている。 

  詐害行為取消訴訟等の原告訴訟の提起や第二次納税義務の賦課などの法的手段を的確に活用するためには、証拠の散逸や期間

制限の徒過の防止の観点から、対象事案を早期に把握し、時機を失することなく法的検討や補完調査等を行うことが重要である。 

  そのためには、事案担当者、統括官及び審理専門官等が法的手段の活用の意識を持って処理方針の検討を行い、的確に原告訴

訟端緒事案などを把握する必要があり、特に、法的手段を活用した滞納整理の検討を任務とする審理専門官等は、積極的に訟務

官と連携して処理方針を検討する必要がある。 

 

２ 滞納処分免脱罪の確実な告発 

  財産の隠蔽等により国税の徴収を免れようとする特に悪質な滞納事案については、滞納処分免脱罪の告発を行い、国税当局の

厳正な姿勢を示すことが重要であり、これにより徴収回避行為を抑制する効果が期待できる。 



  引き続き、徴収職員に対する滞納処分免脱罪についての意識付けを徹底し、滞納整理の過程において、滞納処分免脱罪に該当

する事実を把握した場合には、局間支援も活用しつつ、関係機関との緊密な連携の下、確実に告発する必要がある。 

 



庁文書保存年限　５年 (注)チェックシートは原義に添付

情

報

公

開

1.個人関係 2.法人関係（イ・ロ） 3.国の安全等関係 4.公共の安全等関係

不開示理由（情報公開法第５条の該当号数）

5.審議・検討・協議関係 6.事務・事業関係（本文・イ・ロ・ハ・ニ・ホ）

開 示 ・ 不 開 示 ・ 部 分 開 示

保存期間：５年 

全国国税局徴収部長（次長）会議資料                                    (令和 11 事務年度末) 
 

                     令 和 ６.９.24 
                              25 
                  徴収部徴収課 

 

 

 

 

徴収関係の税制改正 

 

令和６年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」（令和６年法律第８号）が第 213 回通常国会において可決・

成立し、併せて関係政省令の一部改正も行われ、令和６年３月 30 日に公布された。 

このうち、徴収関係の改正に関する主なものは次のとおりであり、これらの改正に係る事務の取扱いについては、追って関

係通達等を改正することとしている。 

 

１ 偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務の創設 

偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた株式会社、合資会社又は合同会社がその国税（その附帯税を

含む。）を納付していない場合において、徴収不足であると認められるときは、 

・ その偽りその他不正の行為をしたその株式会社の役員又はその合資会社若しくは合同会社の業務を執行する有限責任社員（そ

の役員等を判定の基礎となる株主等として選定した場合にその株式会社、合資会社又は合同会社が被支配会社に該当する場合

におけるその役員等に限る。）は、 

・ その偽りその他不正の行為により免れ、若しくは還付を受けた国税の額又はその株式会社、合資会社若しくは合同会社の財 



産のうち、その役員等が移転を受けたもの及びその役員等が移転をしたもの（通常の取引の条件に従って行われたと認められる

一定の取引として移転をしたものを除く。）の価額のいずれか低い額を限度として、 

その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う規定が措置された。 

【適用関係】 

  上記の改正は、令和７年１月１日以後に偽りその他不正の行為により免れ、又は還付を受けた国税について適用される。 

 

２ 保全差押えに係る解除期限の見直し 

  納税義務があると認められる者がほ脱の疑いに基づき一定の処分を受けた場合における税務署長が決定する金額（以下「保全

差押金額」という。）を限度とした差押え（以下「保全差押え」という。）又はその保全差押金額について提供されている担保に係

る国税について、その納付すべき額の確定がない場合におけるその保全差押え又は担保を解除しなければならない期限を、その

保全差押金額をその者に通知をした日から１年（現行：６月）を経過した日までとする見直しが行われた。 

 【適用関係】 

  上記の改正は、令和７年１月１日以後にされる保全差押金額の決定について適用される。 

 



庁文書保存年限　５年 (注)チェックシートは原義に添付

情

報

公

開

1.個人関係 2.法人関係（イ・ロ） 3.国の安全等関係 4.公共の安全等関係

不開示理由（情報公開法第５条の該当号数）

5.審議・検討・協議関係 6.事務・事業関係（本文・イ・ロ・ハ・ニ・ホ）

開 示 ・ 不 開 示 ・ 部 分 開 示

保存期間：５年 

全国国税局徴収部長（次長）会議資料                                    (令和 11事務年度末) 
 

                     令 和 ６.９.24 
                              25 
                  徴収部徴収課 

 

 

 

 

年金保険料の滞納処分の委任 

 

１ 現状と課題 

  年金保険料の滞納処分の委任制度については、平成 22 年に導入されて以来、国税庁及び国税局において、その活用に向けた積

極的な対応をしてきたところである。 

  今後も、年金保険料の確実かつ効率的な収納体制や組織体制の強化に関する取組の更なる推進のため、滞納処分の委任制度の

より一層の活用と、委任を受けた事案の処理促進に向けて取り組むことが必要である。 

 

２ 令和５事務年度における取組 

  年金保険料の徴収強化のために委任制度の更なる活用が求められていることから、令和５事務年度においては、厚生労働省及

び日本年金機構との緊密な連携の下、以下の事項に取り組んだ。 

 ⑴ 委任候補事案について、日本年金機構地域代表年金事務所と国税局との間で、委任に向けた必要な調査事項などについての

打合せを実施 

 ⑵ 日本年金機構が主催する徴収実務に関する研修への講師派遣 



３ 令和６事務年度における取組方針 

  令和６事務年度は、引き続き、厚生労働省及び日本年金機構と緊密に連携の上、上記２⑴及び⑵に掲げる事項に取り組み、より

一層、制度の活用が図られるよう努める。 

  また、委任を受けた事案については、ノウハウと専門性を生かし、年金保険料の的確な徴収に努める。 
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データ活用の推進 

 

１ データ活用の推進 

  情報技術の進化・普及により、データ活用は、課題の解決や新たな価値創造のための有効なツールとなってきており、国税当局

においても、調査・徴収のパフォーマンス向上や事務運営の改善のため、データ活用の推進に本格的に取り組んでいるところ。 

  また、令和８事務年度に導入予定のＫＳＫ２は、業務におけるデータ活用を重視して構築することとしており、その導入に向

けても、データ活用に関するノウハウの蓄積とスキルの向上を図る必要がある。 

  これまで、「データ活用推進第二次中期計画」に基づき、全国でデータ活用の推進に係る各種取組を実施しており、今事務年度

も、主務課等とシステム部署とが緊密に連携しながら、データ活用を推進するとともに、取組に関する情報共有を行う必要があ

る。 

 今事務年度は、第三次中期計画（発展期）の当初事務年度であるところ、これまでの「データ活用推進第一次中期計画」及び「デ

ータ活用推進第二次中期計画」において、データ活用に係る人材の育成、体制及びインフラ環境の整備等に取り組んできた結果、

一定の進展が認められるところであるが、データ活用推進第三次中期計画では、これまでの施策の骨格を基礎としつつ、「事務運

営への実装」、「効果的・効率的なデータ活用」、「データリテラシーの向上・人材の効果的活用」、「推進体制の整備等」を基



軸として、データ活用の定着を追求していく必要がある。 

 

２ 管理運営事務におけるデータ活用への取組 

管理運営事務においては、引き続き、各局の共通テーマを「キャッシュレス納付の推進に向けた取組」と定め、これまで各局で

構築した予測モデルについて、令和４事務年度以降に蓄積した利用勧奨手段などの過程データを使用して再評価するほか、庁から

還元したアタックリストを活用するなど、更に利用勧奨効果が高い対象者等を抽出することで、効果的・効率的に利用勧奨を実施

する。 

 

３ 徴収事務におけるデータ活用への取組 

徴収パフォーマンスの向上及び事務処理の効率化を図っていくためには、国税情報システムの高度化を見据え、客観的なデー

タに基づき各種施策等の現状や業務課題を的確に把握・分析した上で、効果的な施策を検討し、効率的に業務を遂行する必要が

ある。 

このため、令和６事務年度においては、第三次中期計画を踏まえて、データ活用の「事務運営への実装」をより一層意識して、

引き続き、職員のデータリテラシー向上に向けた取組やデータを活用したパフォーマンス向上のための取組を着実に実施・推進

していく。 
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インボイス制度の円滑な定着に向けた取組 

 

インボイス発行事業者の登録件数は、本年７月末日時点で約 456 万件となっているところ、インボイス制度の円滑な定着に向け

て、令和６事務年度も引き続き制度の周知を行うとともに、インボイスの登録をするか否かを検討している事業者をはじめ、個々

の事業者の立場に寄り添った丁寧な相談対応等に取り組む。 



庁文書保存年限　５年 (注)チェックシートは原義に添付

情

報

公

開

1.個人関係 2.法人関係（イ・ロ） 3.国の安全等関係 4.公共の安全等関係

不開示理由（情報公開法第５条の該当号数）

5.審議・検討・協議関係 6.事務・事業関係（本文・イ・ロ・ハ・ニ・ホ）

開 示 ・ 不 開 示 ・ 部 分 開 示

保存期間：５年 

全国国税局徴収部長（次長）会議資料                                    (令和 11 事務年度末) 
 

                     令 和 ６.９.24 
                              25 
                  長官官房参事官 

 

 

 

 

ＫＳＫ２・ＧＳＳの導入について 

 

１ ＧＳＳ（ガバメントソリューションサービス）について 

 ＧＳＳ（ガバメントソリューションサービス）は、行政機関の業務用端末やネットワーク環境などの業務実施環境を、政府共通

の標準的な環境としてデジタル庁が提供するサービスである。国税庁においては、令和７年７月以降、順次ＧＳＳ環境へ移行し、

令和８年６月に全国運用を開始した後、令和８年９月からはＫＳＫ２の運用を開始する予定である。 

このため、利便性とセキュリティ確保のバランスを踏まえた上で、引き続き、ＧＳＳ導入に向けた取組を全庁的に進めていく必

要がある。 

 

２ ＫＳＫ２について 

  ＫＳＫ２の開発状況 

ＫＳＫ２の開発は、現在、プログラムの作成やメーカーによるテストを進めている段階であり、おおむね順調に進捗している。

令和７年３月には、機器も設置し、その後は、プログラム、ハードウェア、ネットワーク、利用者端末などを組み合わせ、本番

とほぼ同じ環境で動作を確認する「総合運用テスト」工程に入っていく。 



  ＫＳＫ２導入に向けた取組 

ＫＳＫ２は、国税の賦課・徴収の基盤となる「基幹システム」であり、導入の成否によっては、職員の職務遂行のみならず、

納税者の申告・納税義務の履行に多大な影響を及ぼすおそれがある。 

そのため、ＫＳＫ２の円滑な導入に向けて、開発作業のみならず、「データ移行」・「外部接続先との連携」といった、全庁的

な課題については、全庁的な理解の下、各課の役割分担をしっかりと定め、検討を進めていく必要がある。 

なお、事務処理手順の確認を目的として、令和７年 10 月から令和８年３月の間、４拠点の業務センター（東京局大手町分室、

大阪局大手前分室、金沢局業務センター、福岡局春日分室）において「テスト運用」を実施する予定である。さらに、職員の習

熟度の向上を目的として、令和８年４月以降順次、全職員（非常勤職員を含む）を対象とした「研修」を実施する予定である。 
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会計課当面の課題 

 

税務署庁舎は、昭和 30 年代から昭和 40 年代にかけて集中的に整備されたことから、全庁舎のうち約６割が建築後 40 年以上（約５割が建築後

50 年以上）経過しているが、厳しい財政事情の下、庁舎の建て替えがなかなか進まない状況にあるため、計画的な庁舎整備を行うために必要な

予算を確保する必要がある。 
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監督評価事務 

 

１ 監督事務 

⑴ 全庁的監督 

全庁的監督は、長官の命により、国税庁組織全体の事務運営から特定事項をテーマとして設定し、全国統一的に実施する監督

事務である。 

国税庁においては、リモートワーク環境を積極的に活用し、働き方改革に取り組むこととしているほか、今後、ＧＳＳへの移

行によって、リモートワーク環境の更なる進展が見込まれることから、その適正かつ効果的な運用に資するため、「リモートワ

ークの現状と課題 ～リモートワーク環境の更なる進展を見据えて～」を令和６事務年度の全庁的監督テーマとして事務監察を

実施する。 

なお、事務監察に当たっては、アンケート調査に加え、令和６年 10 月中旬までにヒアリング調査を実施する。 

⑵ 局別監督 

局別監督は、局長の要請により、局署の事務運営等のうち特定事項をテーマとして設定し、各局で実施する監督事務である。 

なお、令和６事務年度における各局のテーマは、次のとおりである。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑶ 行政文書等の事務監察 
行政文書等の事務監察は、国税庁の保有する行政文書等の管理及び取扱いの更なる徹底を図るため、①訓令等に従った管理・

取扱いが適切に行われているか、②把握した手続誤りや発生した緊急対応事案等への対応策が適切に講じられているかといっ

た観点から、書面監察及び実地監察を実施している。 
なお、事務監察の実施に当たっては、文書管理システムに関する項目など、行政文書の適正な電子的管理に向けた取組も行っ

ている。 
これらの事務監察結果は、総括文書管理者（国税庁次長）へ報告することとしている。 

 
２ 実績評価事務 

令和６事務年度の「実施計画」については、令和５事務年度の実績目標（別紙）を維持しつつ、令和５年６月に策定した「税務

行政のデジタル・トランスフォーメーション－税務行政の将来像２０２３－」の新たな柱である「事業者のデジタル化促進」を業

派遣室 テーマ名 派遣室 テーマ名

札幌
職場におけるカスタマーハラスメントの現状と組織的
課題

大阪 局署間の情報共有等の現状と課題

仙台
署総務事務の現状と課題
～センター化全署実施を見据えて～

広島 小規模署の事務運営の現状と課題

関東信越
職場環境の現状と今後の在り方
～多様性尊重に向けて～

高松 事務系統横断的な取組の現状と今後の方向性

東京 内部事務のセンター化対象署の運営の現状と課題 福岡
納税者等からのクレーム対応の現状と課題
～カスタマーハラスメント等対策～

金沢
小規模署の現状と今後の在り方
～エリア運営を中心として～

熊本
署総務課事務の現状と今後の在り方
～内部事務センター化に向けて～

名古屋
苦情等対応の現状と課題
～カスタマーハラスメントへの対応等を中心として～

沖縄
職場環境の現状と今後の在り方
～多様性尊重に向けて～



績目標として新設するとともに、これまでの取組結果や今後の取組方針等の観点から、所要の見直しを行った。 

業績目標１－２－１「オンラインによる税務手続の推進」、業績目標１－２－２「デジタルの活用による業務の効率化・高度化」

及び業績目標１－４－２「期限内収納の実現及び滞納の整理促進への取組」に関する各施策には、「e-Taxの利用状況（納税証明書

の交付請求手続）（目標値：38%）」、「キャッシュレス納付の利用状況（目標値：39％）」、「滞納整理事務の割合（目標値：80％）」、

などの測定指標が設けられており、目標を認識して事務に取り組む必要がある。 

 

＜令和６事務年度における測定指標の目標値（徴収部関係事務）＞ 

測定指標名 目標値 

・e-Tax の利用状況（納税証明書の交付請求手続） 38％ 

・キャッシュレス納付の利用状況 39％ 

・データ活用による調査・徴収の効率化・高度化 (定性目標） 

・期限内収納を確保するための取組 (定性目標） 

・滞納を未然に防止するための取組 (定性目標） 

・滞納整理事務の割合 80％ 

・効果的・効率的な滞納整理の実施 (定性目標） 

・滞納の整理促進への取組 (定性目標） 

・厚生労働大臣から委任される年金保険料の徴収 (定性目標） 

（注）業績目標１-２-１「オンラインによる税務手続の推進」、１-２-１「デジタルの活用による業務の効率化・高度化」及び 

１-４-２「期限内収納の実現及び滞納の整理促進への取組」より抜粋 

  



 

 

 

【別紙】 
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人事課当面の課題 

 

近年、少子化の影響による受験者層人口の減少、若い世代の就業意識の変化などを背景に、公務員の志望者が長期的に減少傾向

にあることや、民間や地方自治体との競合など、国税職員の採用環境は極めて厳しい状況にある。 

このような状況の下、志望者の関心に応える情報発信の強化、国税の魅力発信への取組を質的量的に一層充実させるなど、有為

な人材を確保するため、採用活動の充実を進める必要がある。 
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人事課当面の課題② 
 

非行の未然防止については、従来から様々な取組を実施してきたところであるが、組織の信用を損なう非行事件が依然として頻発している状況であ

り、このような現状については、非常に重く受け止める必要がある。 

国税庁においては、昨事務年度に発生した国税局職員による不適正申告事案及び本庁課室長級職員によるセクハラ事案を踏まえ、非行の未然防止に

向け、深度ある身上把握はもとより、事案の発生原因を分析した上で、より効果的な未然防止策を講じるほか、改めてセクハラを含む様々なハラスメ

ントとなり得る言動を正しく認識するよう、全職員に対して、ハラスメント防止のための長官メッセージを周知するなど、ハラスメントの根絶に向け

た取組を講じているところである。 

組織の危機管理や非行の根絶、そして倫理の保持は組織運営上の最重要課題であることから、各種取組を今後も着実に実施する必要がある。 
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監察官室からの連絡事項 

  

人事院が発表した令和５年における懲戒処分の状況によると、公務員全体の懲戒処分は２４０人と前年の２３４人から６人増

加しており、国税庁における懲戒処分は４６人で、前年同期の３２人から１４人の増加となっている。 
また、令和５事務年度においては、兼業禁止違反や職務専念義務違反のほか、賭博行為や虚偽の医療費控除を計上した不適正申

告事案等、国家公務員としてあるまじき非行事件が発生し、マスコミにも大きく報道されるなど、国税組織の信頼は著しく低下し

かねない状況にある。 
これら非行事案の発生要因を見ると、根本的には職員自身の非行に対する認識の甘さ、身勝手な行動等によるものがほとんどで

あることから、幹部職員が職員の抱える問題、兆候等をいち早く把握してその改善、解消を図るとともに、職員に対して税務職員

としての立場と職責の重要性、非行を起こしたことにより受ける処分の内容や職員のみならず国税組織が受ける深刻な影響につ

いて、十分に認識させることが未然防止に繋がるものと考えられる。 
このため、幹部職員は部下職員の模範となるべく自らの身を律し、より一層、事務管理の徹底を図るとともに、職員の身上を的

確に把握して適切な指導・助言を行い、非行の未然防止、再発防止に努めることが肝要である。 
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キャッシュレス納付の利用拡大等に向けた取組 

 

国税の納付については、納税者の利便性の向上と納税事務・税務執行の効率化を図るとともに、現金管理等に伴う社会全体のコ

ストを縮減する観点から、令和７（2025）年度までにキャッシュレス納付割合を４割とすることを目指している。 

また、税務行政のデジタル・トランスフォーメーションの推進の観点から、キャッシュレス納付への移行を加速させていく必要

がある。 

現金による納付の大半を金融機関の窓口納付が占めていることを踏まえ、金融機関、関係民間団体、地方公共団体等とも連携

し、特に、納付機会の多い源泉所得税（自主納付分）を納付している納税者に対するキャッシュレス納付の利用勧奨に取り組む。 

 

【意見交換事項】 

 限られた予算・定員の中、ターゲットを絞った効率的・効果的な利用勧奨を実施するため、各局のこれまでの取組や分析結果を

踏まえ、どのようなアプローチが有効か、ベストプラクティスについて意見交換を行う。 
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内部事務のセンター化 

 

１ 内部事務のセンター化の取組 

  「内部事務のセンター化（以下「センター化」という。）」は、内部事務について、事務系統横断的な事務処理体制を整備し、署

窓口から分離して専担化した組織（業務センター）で、事務と人を集約して処理することで、事務の正確性の確保とともに、事務

の効率化を目指すものである。効率化により確保できた事務量については、実地調査や徴収のほか、行政指導やデータ分析など、

環境変化に適切に対応するための事務量に充てることとしている。 

  令和８事務年度には、ＫＳＫ２の導入が予定されており、各種事務処理が、全面的にシステムでのデータ処理に移行すること

となるが、その基盤となる、申告書等の情報の「データ化」や、修正申告や納税地の異動などがあった場合の「データ更新」な

どは、業務センターがその主体となる。このように、センター化は、国税組織の事務運営をデジタル時代に相応しいものへと転

換する上で基盤となる取組でもあり、着実に推進していく必要がある。 

 

２ 令和５事務年度の状況 

 ⑴ 業務センター等の機能 



   業務センター職員数が増加する中、緊急時対応や職員管理、専門的知識を必要とする事務の増加に対応していくため、業務

センター等に審理機能や情報化機能等を設置するなどの対応を行った。 

 ⑵ 事務処理体制 

   業務センターの円滑な運営のため、事務の簡素化・標準化といったこれまでのＢＰＲの取組に加え、事務系統の垣根を越え

た既存事務の見直し、類似事務の統合などの取組を実施するとともに、ＫＳＫ２導入後の通常期及び確定申告期の事務処理体

制について検討を進めた。 

 ⑶ 行政指導 

   業務センターが納税者のコンプライアンス向上の一翼を担う部署として機能していくため、行政指導事務の運営方法や実施

体制について検討を進め、その充実を図った。 

 

３ 令和６事務年度の課題 

 ⑴ ＫＳＫ２を活用した事務運営・事務処理体制の検討 

   ＫＳＫ２の導入を見据え、ＫＳＫ２の機能を踏まえた事務処理体制や事務管理等について検討を進める。 

 ⑵ センターの安定的な運営とＢＰＲの推進 

   事務の共同処理の更なる充実や、ＢＰＲの更なる推進を図るとともに、令和８事務年度の業務センターの円滑な全署実施に

向けた準備を進める。 

 ⑶ 行政指導の充実 

   効果的・効率的な事務処理体制や事務処理手順の整備など、行政指導の更なる充実に向けて検討を進める。 

 ⑷ ＫＳＫ２の導入に向けた準備 

   ＫＳＫ２を円滑に導入するため、職員研修やテスト運用の準備を進める。 
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納税者サービスの再整理について 

 

○ 納税者サービスの再整理について 

  税務行政のデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）については、「納税者の利便性の向上」、「課税・徴収事務の効率化・

高度化等」及び「事業者のデジタル化促進」の三つを柱として取組を進めている。 

  「納税者サービスの再整理」については、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて全体最適を図る

という視点に立ち、“納税者目線”をこれまで以上に重視し、「申告要否や手続を調べ、相談し、申告・納付する」といった一連の

流れを俯瞰した上で、関係課室で各種施策を包括的に見直すとともに、推進していく。 
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中長期的課題への対応（管理運営） 

 

○ 令和８事務年度以降の窓口事務の在り方について 

管理運営部門の所掌事務のうち、窓口事務など業務センター室に移管されない事務については、引き続き管理運営部門で実施し

ているところであるが、令和８事務年度のセンター化全署実施に向けて、業務センター室に移管されない事務について、そのあり

方の検討を進めるとともに、令和８事務年度以降の新たな体制へスムーズに移行できるよう庁局署における体制整備に取り組ん

でいく。 

また、内部事務のセンター化対象署の総務課及び管理運営部門においては、部門間の相互支援及び繁閑調整を行うなど一体的な

運営を実施するとともに、各部門と緊密な連携の下、挙署体制の構築や、非常勤職員の弾力的な運用などにより、職員の事務負担

に十分配意した体制を構築する。 
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延納・物納事務の事務運営等 

 

１ 延納・物納事務の事務運営 

延納・物納及び納税猶予事務については、令和３事務年度より、事務処理の効率化と統一性・適正性の確保、専門的知識（ノ

ウハウ）の蓄積及び精通者の育成を目的として、専担者を局に集中配置している。令和６事務年度においても、引き続き、都市

４局の納税管理官による局間支援も活用しつつ、更なる効率的・統一的な処理等に努める。 

また、令和８事務年度の全税務署を対象とした内部事務のセンター化に向けて、必要な体制整備に取り組んでいく。 

 

２ 的確な進行管理等及び精通者の育成 

延納・物納の事務処理に当たっては、法定の審査期間内に確実に許可又は却下等の処理が終了するよう、引き続き、①管理者

による的確な進行管理及び事案管理を行うとともに、②申請者に対する適切な指導及び③局署と財務局（財務事務所）との連携・

協調に努める。 

延納・物納の申請件数は近年減少傾向にあるものの、的確な事務処理及び高い専門性が求められるため、中長期的な観点から

安定的な事務処理が行われるよう、精通者の育成に取り組む。 



３ 令和６年度の延納・物納の申請状況等 

⑴ 延納の申請状況等 

令和６年度第１四半期（令和６年６月末現在）の延納申請件数は、対前年同期比 85.9％となっている。 

また、延納処理未済件数は、対前年同期比 88.7％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 物納の申請状況等 

令和６年度第１四半期（令和６年６月末現在）の物納申請件数は、対前年同期比 225.0％となっている。 

また、物納処理未済件数は、対前年同期比 154.5％となっている。 

 

 
令和５年度 

第一四半期 

令和６年度 

第一四半期 
対前年同期比 

延 納 申 請 
305 件    262 件    85.9％ 

  129億円   108億円 83.7％ 

処 理 未 済 
326 件    289 件    88.7％ 

  182億円   145億円 79.7％ 

 
令和５年度 

第一四半期 

令和６年度 

第一四半期 
対前年同期比 

物 納 申 請 
４ 件 ９ 件 225.0％ 

44億円  ２億円  4.5％ 

処 理 未 済 
11 件 17 件 154.5％ 

４億円  ７億円  175.0％ 

※ 令和６年度第一四半期の計数は速報値であり、端数は四捨五入している。 

※ 令和６年度第一四半期の計数は速報値であり、端数は四捨五入している。 
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納税貯蓄組合との連携・協調 

 

納税貯蓄組合（以下「納貯」という。）を含む関係民間団体は、適正な申告・期限内納付に対する意識の向上や税知識の普及等を

図るための様々な啓発活動に取り組んでおり、税務行政の円滑な執行に寄与している。 

国税庁としては、昨今の税務行政を取り巻く環境が一層厳しさを増す状況を踏まえ、納税者の自発的な納税義務の履行を適正か

つ円滑に実現していくために、従来以上に団体との連携・協調を図っていく必要がある。 

納貯については、地域によっては、単独での活動や組織の維持が困難な団体も散見されており、団体相互及び他の関係民間団体

との連携・協調も重要な課題となっている。 

そのため、当局において事務系統横断的に必要な体制を整備し、納貯の現状やニーズ等を把握するとともに、納貯の活動に対す

る職員の意識の醸成を図りつつ、地域の実情を踏まえた上で、他の関係民間団体との橋渡し的役割を担うなど、納貯との連携・協

調策を検討・実施しているところである。 

なお、本取組を継続し定着させるため、各署で実施されている連携・協調策 を的確に把握した上で、ＰＤＣＡサイクルに基づき

適切に分析・評価を行い、検証結果をその後の施策に確実に反映し実施する。 
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                  徴収部徴収課 

 

 

 

 

効果的・効率的な公売事務運営 

 

１ 現状と課題  

差押財産の評価・公売事務は、 

① 滞納者等の権利利益に大きな影響を及ぼすため、適法性・妥当性が強く求められる 

② 特に不動産の評価においては、専門的な知識と技能を要する 

などの特性があることから、一連の手続に相当の事務量を要しているところ、特定の部署の限られた人員で処理している現状にあ

る。 

しかしながら、滞納整理中の事案の中には、差押え中の財産が相当数あることから、滞納の整理促進を図るためには、評価・公

売事務を、より一層、効果的・効率的に実施する必要がある。 

 

２ 令和６事務年度における取組 

令和６事務年度は、これまで取り組んできた各種施策の実施結果及び把握した課題等を検証し、引き続き、以下の事項に適切に

取り組むとともに、参加差押えをした税務署長による換価執行制度を一層活用していくことにより、公売事案の処理促進を図る。 



⑴ 計画的かつ効果的・効率的な事務の実施 

⑵ 各局の実情に応じた処理体制の整備 

⑶ 評価・公売事務担当者の人材育成 
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                              25 
                  国税不服審判所 

 

 

 

 

国税不服審判所の現状 

 

１ 審査請求の状況 

                                               （単位：件、％） 

会 計 年 度 平成 30 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 
 

前年対比 

請 求 件 数 3,104 2,563 2,237 2,482 3,034 3,917 129.1 

 内 徴収関係事件 153 136 97 92 209 214 102.4 

処 理 件 数 
（216 件、7.4％） (375 件、13.2％） (233 件、10.0％） (297 件、13.0％） (225 件、7.1％） (279 件、9.7％） － 

2,923 2,846 2,328 2,282 3,159 2,873 90.9 

 内 徴収関係事件 
（３件、2.2％） （６件、5.5％） （６件、4.0％） （１件、1.3％） （０件、0.0％） （３件、1.5％） － 

136 110 151 80 141 202 143.3 

未 済 件 数 2,595 2,312 2,221 2,421 2,296 3,340 145.5 

 内 徴収関係事件 57 83 29 41 109 121 111.0 

 (注)１ 処理件数欄の括弧書きは、認容件数及び認容割合を表す。 

   ２  請求、処理及び未済の各件数は、国税通則法に基づくもののほか、行政不服審査法に基づく審査請求を含む。 



 

２ 審理手続の計画的進行 

 適正かつ迅速な事件処理を通じて、納税者の正当な権利利益の救済を図るため、審査請求については、裁決をするまでに通常

要すべき期間（標準審理期間）を１年と定め、これを公表している。なお、実績の評価における測定指標として「審査請求の１年

以内の処理件数割合」を設定している。 

 また、審査請求事件の審理においては、審査請求人、原処分庁及び担当審判官が、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、相互

に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならないとされている（国税通則法第 92 条の２）。 

 

【参考：１年以内の処理件数割合の推移】                      （単位：％） 

会 計 年 度 平成 30 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 

1 年以内の処理件数割合 99.5 98.0 83.5 92.6 95.4 99.1 ― 

目 標 値 95 95 95 95 95 95 95 

 (注)  処理件数割合は、相互協議事案や公訴関連事案など、審理を留保すべき事由が生じた事案の留保期間を除いて算出。 
   また、令和３会計年度以降は、これらに加え、災害等又は審査請求人の都合によって調査・審理が中断等した期間を除いて算出。 
 

３ 国税審判官（特定任期付職員）の外部登用と審理の充実 

 国税不服審判所では、平成 19 年７月から、弁護士や税理士などの民間専門家を国税審判官（特定任期付職員）として採用する

外部登用を開始しており、平成 22 年度には、平成 23 年度税制改正大綱を受けて、民間専門家等の高度な専門的知識や実務経験

を活用するとともに、審査請求事件の審理の中立性・公正性を向上させる観点から、国税審判官への外部登用の拡大についての

方針と工程表を策定・公表した。 

 その後、平成 25 年７月には、事件を担当する審判官の半数程度（50 名）が外部登用者となり、現在に至っている。 

 なお、令和６年７月 10 日現在の在職者の内訳は、弁護士出身者 25 名、税理士出身者 19 名、公認会計士出身者６名となってい

る。 


